
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
（
重
点
項
目
）

Ⅰ
税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

・
「
金
利
の
あ
る
世
界
」
が
現
実
に
到
来
す
る
中
、
今
後
の
金
利
上
昇
に
備
え
た
財
政
健
全
化
が
必
要
。

・
行
政
改
革
を
徹
底
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
自
ら
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
、
率

先
し
て
身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
政
府
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
意
義
と
と
も
に
、
行
政
事
務
の
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
に
資
す
る
等
、
そ
の
効
果
を
具
体
的
に
明
示
す
る

な
ど
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
用
拡
大
を
促
す
こ
と
。

Ⅱ
経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

・
企
業
が
将
来
に
わ
た
っ
て
存
在
感
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
中
小
企
業
の
活
性
化
が
不
可
欠
で
あ
る
。
地
方
創
生
の
観
点
か
ら
も

政
府
と
自
治
体
が
緊
密
に
連
携
し
な
が
ら
、
地
域
の
中
小
企
業
に
元
気
を
与
え
る
よ
う
な
税
制
措
置
を
強
く
求
め
る
。

Ⅲ
地
方
税
の
あ
り
方

【
固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し
】

都
市
計
画
税
と
合
せ
て
評
価
方
法
お
よ
び

課
税
方
式
を
抜
本
的
に
見
直
す
こ
と

・
商
業
地
等
の
宅
地
の
評
価

・
家
屋
の
評
価

・
償
却
資
産
の
見
直
し

・
免
税
点
の
大
幅
引
き
上
げ

・
土
地
の
評
価
体
制
の
一
元
化

【
超
過
課
税
･法
定
外
目
的
税
】

法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は

行
う
べ
き
で
は
な
い

【
そ
の
他
】

・
国
税
電
子
申
告
と
地
方
税
の
電
子
申

告
の
一
層
の
利
便
性
向
上
と
、
シ
ス

テ
ム
の
連
携
ま
た
は
一
体
化

・
森
林
環
境
税
に
つ
い
て
、
森
林
譲
与

税
の
配
分
方
法
や
税
が
有
効
に
活
用

さ
れ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
検
証

Ⅳ
地
方
の
あ
り
方

・
東
京
一
極
集
中
の
是
正

・
地
方
自
身
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を
生
か
し
た

活
性
化
戦
略
を
構
築

Ⅴ
租
税
教
育
の
充
実

・
学
校
教
育
は
も
と
よ
り
、
社
会
全
体
で
租
税
教
育
に
取
り
組
み
、

納
税
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る

地
方
自
治
体
用



【 地方自治体用 】 

[過去１０年間の主な提言事項（地方税のあり方）] 

平成２７年度税制改正提言事項 

 〇地方自治体の歳出構造の徹底した見直しによる財政の効率化及び自主財源の確保 

 〇固定資産税の評価額算定方式・税率の見直し及び免税点の引上げ、都市計画税の廃止 

 〇超過課税制度及び固定資産税との二重課税の性格が強い事業所税の廃止 

平成２８年度税制改正提言事項 

 〇地方自治体の歳出構造の徹底した見直しによる財政の効率化及び自主財源の確保 

 〇固定資産税の評価額算定方式・税率の見直し及び免税点の引上げ、都市計画税の廃止 

 〇超過課税制度及び事業所税の廃止、外形標準課税対象法人の資本金等の額を３億円超に 

平成２９年度税制改正提言事項 

 〇地方自治体の歳出構造の徹底した見直しによる財政の効率化及び自主財源の確保 

 〇固定資産税の評価額算定方式・税率の見直し及び免税点の引上げ、都市計画税の廃止 

 〇超過課税制度及び事業所税の廃止、外形標準課税対象法人の資本金等の額を３億円超に 

平成３０年度税制改正提言事項 

 〇地方自治体の歳出構造の徹底した見直しによる財政の効率化及び自主財源の確保 

 〇固定資産税の評価額算定方式・税率の見直し及び算出過程の通知、免税点の引上げ 

 〇空き家対策の強化、都市計画の完了した地域の都市計画税の廃止 

平成３１年度税制改正提言事項 

 〇固定資産税の評価額算定方式・税率の見直し及び算出過程の通知、免税点の引上げ 

 〇空き家対策の強化、都市計画税の廃止及び償却資産に対する課税の廃止を含めた見直し 

 〇超過課税制度及び事業所税の廃止、外形標準課税対象法人の資本金等の額を３億円超に 

令和２年度税制改正提言事項 

 〇固定資産税の評価額算定方式・税率の見直し及び算出過程の通知、免税点の引上げ 

 〇空き家対策の強化、都市計画税の廃止及び償却資産に対する課税の廃止を含めた見直し 

 〇超過課税制度及び事業所税の廃止、外形標準課税対象法人の資本金等の額を３億円超に 

令和３年度税制改正提言事項 

 〇固定資産税の評価額算定方式・税率の見直し及び算出過程の通知、免税点の引上げ 

 〇空き家対策の強化、都市計画税の廃止及び償却資産に対する課税の廃止を含めた見直し 

 〇超過課税制度及び事業所税の廃止、外形標準課税対象法人の資本金等の額を３億円超に 

令和４年度税制改正提言事項 

 〇固定資産税の評価額算定方式・税率の見直し及び算出過程の通知、免税点の引上げ 

 〇空き家対策の強化及び償却資産に対する課税の廃止を含めた見直し 

 〇超過課税制度及び事業所税の廃止、森林環境税との二重課税の防止 

令和５年度税制改正提言事項 

 〇固定資産税の評価額算定方式・税率の見直し及び算出過程の通知、免税点の引上げ 

 〇空き家対策の強化及び償却資産に対する課税の廃止を含めた見直し 

 〇超過課税制度及び事業所税の廃止、森林環境税との二重課税の防止 

令和６年度税制改正提言事項 

 〇固定資産税の評価額算定方式・税率の見直し及び算出過程の通知、免税点の引上げ 

 〇空き家対策の強化及び償却資産に対する課税の廃止を含めた見直し 

 〇超過課税制度及び事業所税の廃止、森林環境税との二重課税の防止 
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